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(57)【要約】
【課題】携帯電話システムにおいて、複数のセルに同一
の情報をブロードキャストする際の、ネットワーク上の
無駄なトラヒック増加を無くす。
【解決手段】無線制御装置１はブロードキャスト用の共
通チャネル設定の制御信号内のセル番号に、ブロードキ
ャスト用の特別番号を設定して無線基地局２に設定する
。無線基地局装置２からの応答後、無線制御装置１は、
ブロードキャストする共通チャネルデータ信号を、装置
間伝送路３を経て無線基地局２へ送信する。データ信号
を受け取った無線基地局装置２は、データをブロードキ
ャストし、各セル４ａ、４ｂ、４ｃに送信する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯電話システムにおいて、複数のセルに同一の情報をブロードキャストする際に、無
線基地局装置においてブロードキャストを行うブロードキャスト方法。
【請求項２】
　携帯電話システムにおいて、
　無線制御装置が、ブロードキャスト用の共通チャネル設定の制御信号内のセル番号に、
ブロードキャスト用の特別番号を設定して無線基地局装置に共通チャネルを設定するステ
ップと、
　前記無線制御装置が、ブロードキャストする共通チャネルデータ信号を前記無線基地局
装置へ送信するステップと、
　前記無線基地局装置が各セルへ前記共通チャネルデータ信号をブロードキャストするス
テップと
　有するブロードキャスト方法。
【請求項３】
　携帯電話システムにおいて、
　無線制御装置が、ブロードキャスト用の共通チャネル設定の制御信号内のセル番号に、
複数のセル番号を設定して無線基地局装置に共通チャネルを設定するステップと、
　前記無線制御装置が、ブロードキャストする共通チャネルデータ信号と前記の設定され
たセル番号を前記無線基地局装置へ送信するステップと、
　前記無線基地局装置が前記の設定されたセル番号のセルへ前記共通チャネルデータ信号
をブロードキャストするステップと
　有するブロードキャスト方法。
【請求項４】
　携帯電話システムにおいて、
　無線制御装置が、ブロードキャスト用の共通チャネル設定の制御信号内のセル番号に、
ブロードキャスト用の特別番号を設定して無線基地局装置に共通チャネルを設定する手段
と、ブロードキャストする共通チャネルデータ信号を前記無線基地局装置へ送信する手段
と、を含み
　前記無線基地局装置が、各セルへ前記共通チャネルデータ信号をブロードキャストする
手段を含む、
　ことを特徴とする携帯電話システム。
【請求項５】
　携帯電話システムにおいて、
　無線制御装置が、ブロードキャスト用の共通チャネル設定の制御信号内のセル番号に、
複数のセル番号を設定して無線基地局装置に共通チャネルを設定する手段と、ブロードキ
ャストする共通チャネルデータ信号と前記の設定されたセル番号を前記無線基地局装置へ
送信する手段と、を含み、
　前記無線基地局装置が、前記の設定されたセル番号のセルへ前記共通チャネルデータ信
号をブロードキャストする手段を含む、
　ことを特徴とする携帯電話システム。
【請求項６】
　携帯電話システムを構成する無線制御装置において、
　ブロードキャスト用の共通チャネル設定の制御信号内のセル番号に、ブロードキャスト
用の特別番号を設定して無線基地局装置に共通チャネルを設定する手段と、
　ブロードキャストする共通チャネルデータ信号を前記無線基地局装置へ送信する手段と
、
　を有することを特徴とする無線制御装置。
【請求項７】
　携帯電話システム構成する無線制御装置において、
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　ブロードキャスト用の共通チャネル設定の制御信号内のセル番号に、複数のセル番号を
設定して無線基地局装置に共通チャネルを設定する手段と、
　前記無線基地局装置が前記設定に対して応答すると、ブロードキャストする共通チャネ
ルデータ信号と前記の設定されたセル番号を前記無線基地局装置へ送信する手段と、
　を有することを特徴とする無線制御装置。
【請求項８】
　携帯電話システムを構成する無線基地局装置において、無線制御装置から送信された共
通チャネルデータ信号を各セルへブロードキャストする手段を有することを特徴とする無
線基地局装置。
【請求項９】
　携帯電話システムを構成する無線基地局装置において、無線制御装置から送信された共
通チャネルデータ信号を、前記無線制御装置で共通チャネル設定の制御信号内のセル番号
に設定されたセル番号のセルへブロードキャストする手段を有することを特徴とする無線
基地局装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話システムに関し、特に無線基地局内でのブロードキャスト方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話システムにおいては、従来セルという単位で共通チャネルの制御信号、データ
信号を伝送していた。しかしＭＢＭＳのように複数のセルに同一のデータ信号をブロード
キャストするサービスでは、それぞれのセルに同じデータ信号を伝送する必要がある。通
常、無線基地局は複数のセルを処理しており、無線制御装置はそれぞれのセルに同じデー
タ信号を伝送することになるので、無線基地局との間の伝送回線のトラヒックを無駄に増
加させることになる。
【０００３】
　図７は、一例として３つのセルに同一のデータをブロードキャストする携帯電話システ
ムを示している。このシステムは、３つのセル８ａ、８ｂ、８ｃを配下にもつ無線基地局
装置６に無線制御装置５から各セル８ａ、８ｂ、８ｃに同一データを送信する。図８に示
すように、無線制御装置５は無線制御処理部５１と有線データ送信部５２を有し、無線基
地局装置６は有線データ受信部６１と無線データ送信部６２ａ、６２ｂ、６２ｃを有して
いる。このシステムでは、無線制御装置５は装置間伝送路７に同じデータを３本送信する
必要があり、無駄なトラヒックが発生している。
【特許文献１】特開２００４－１５６０９
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　携帯電話システムでは、近年ユーザー数の増加やサービスの多様化に伴いネットワーク
のデータ量が増加している。また、ネットワーク装置間の伝送路は物理的な制限で高レー
トのデータが流せない、またはコストの問題で低レートに抑えざるをえないといった理由
があり、なるべくトラヒック量を抑えることが望まれている。一方でＭＢＭＳのようなブ
ロードキャストサービスが検討されているが、現状の標準では無線基地局でブロードキャ
ストを実現できる仕組みがなく、無線制御局との間でのトラヒックが無用に増大する可能
性がある。
【０００５】
　特許文献１には、基地局が、複数の加入者収容局のいずれに対しても送信されるデータ
であることを識別するマルチキャスト用識別データをデータに付加し、そのデータを無線
の同報性を利用して各加入者収容局にマルチキャストすることが開示されている。
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【０００６】
　本発明の目的は、携帯電話システムにおいて、複数のセルに同一の情報をブロードキャ
ストする際の、ネットワーク上の無駄なトラヒック増加を無くすブロードキャスト方法、
携帯電話システム、無線制御装置、無線基地局装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、複数のセルに同一の情報をブロードキャストする際に、無線基地局装置にお
いてブロードキャストを行う。
【０００８】
　このように、無線基地局装置にてデータ信号をブロードキャストすることにより、装置
間伝送路の無駄なトラヒック増加を無くすことができる。具体的な方法としては、ブロー
ドキャスト用の特別なセル番号の使用や複数セル番号の同時設定といった方法を使用する
。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明は、複数のセルに同一の情報をブロードキャストする際に、無線基地局装置にお
いてブロードキャストを行うことにより、無線制御装置と無線基地局装置の間の装置間伝
送路の無駄なトラヒック増加を無くすことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　次に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００１１】
　[第１の実施形態]
　図１を参照すると、本発明の第１の実施形態による携帯電話システムは無線制御装置１
と無線基地局装置２と基地局間伝送路３とセル４ａ、４ｂ、４ｃから構成される。
【００１２】
　図に示すように、無線制御装置１は無線制御処理部１１と有線データ送信部１２を有し
、無線基地局装置２は有線データ受信部２１と無線データ送信部２２ａ、２２ｂ、２２ｃ
を有している。
【００１３】
　次に、本実施形態の動作を図３のシーケンスチャートを参照して説明する。
無線制御装置１の無線制御部１１はブロードキャスト用の共通チャネル設定の制御信号内
のセル番号に、ブロードキャスト用の特別番号を設定して無線基地局２に設定する（ステ
ップ１０１）。無線基地局装置２からの応答（ステップ１０２）後、ブロードキャストす
る共通チャネルデータ信号を有線データ送信部１２より装置間伝送路３を経て無線基地局
装置２へ送信する（ステップ１０３）。この際、複数セル分のデータを送信するのではな
く、単一セルに送信する場合と同じようにデータを送信する。データ信号を受け取った無
線基地局装置２の有線データ送信部２１は、データをブロードキャストし、無線データ送
信部２２ａ、２２ｂ、２２ｃより各セル４ａ、４ｂ、４ｃに送信する（ステップ１０４）
。
【００１４】
　このように、従来実施されていなかったブロードキャストを、無線基地局装置２で行う
ことにより装置間伝送路３トラヒックを大きく低減（例では１／３）することができる。
【００１５】
　[第２の実施形態]
　図１の実施形態では、無線基地局装置２配下の全てのセルにブロードキャストすること
しかできないが、図４から図６に示す第２の実施形態では、無線基地局装置２配下の特定
のセルにブロードキャストする。まず、無線制御装置1内の無線制御処理部１１’が共通
チャネル設定用制御信号内のセル番号に複数のセル番号を指定し、無線基地局２に設定す
る（ステップ２０１）。無線基地局装置２からの応答（ステップ２０２）後、ブロードキ
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線基地局装置２へ送信する（ステップ２０３）。無線基地局装置２の有線データ受信部２
１は指定されたセル番号のセルにのみデータをブロードキャストする（ステップ２０４）
。この場合、図４に示すように、セル４ａ（番号１）とセル４ｂ（番号２）にのみデータ
が配信され、セル４ｃ（番号３）にはデータは配信されなくなる。図１に比べ、装置間伝
送路のトラヒック低減効果は下がるが、ブロードキャスト用サービスを受けるユーザーが
セル４ｃ（番号３）に存在しない場合等に有効である。
【００１６】
　なお、無線制御装置１、無線基地局装置２の機能は、その機能を実現するためのプログ
ラムを、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプ
ログラムをコンピュータに読み込ませ、実行するものであってもよい。コンピュータ読み
取り可能な記録媒体とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ等の記
録媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク装置等の記憶装置を指す。さ
らに、コンピュータ読み取り可能な記録媒体は、インターネットを介してプログラムを送
信する場合のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの（伝送媒体もしくは伝送
波）、その場合のサーバとなるコンピュータ内の揮発性メモリのように、一定時間プログ
ラムを保持しているものを含む。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の第１の実施形態を示すシステム構成図である。
【図２】図1中の無線制御装置と無線基地局装置のブロック図である。
【図３】第１の実施形態の動作を示すシーケンス図である。
【図４】本発明の第２の実施形態を示すシステム構成図である。
【図５】図４中の無線制御装置と無線基地局装置のブロック図である。
【図６】第２の実施形態の動作を示すシーケンス図である。
【図７】従来例のシステム構成図である。
【図８】図７中の無線制御装置と無線基地局装置のブロック図である。
【符号の説明】
【００１８】
　１　　無線制御装置
　２　　無線基地局装置
　３　　装置間伝送路
　４ａ～４ｃ　セル
　１１、１１’　無線制御処理部
　１２　有線データ送信部
　２１　有線データ受信部
　２２ａ～２２ｃ　無線データ送信部
　１０１～１０４、２０１～２０４　ステップ
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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